
 

 

京都市南区要保護児童対策地域協議会設置運営要綱 

 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

２５条の２第１項の規定に基づき，法第２５条の２第２項に規定する要保

護児童等（以下「要保護児童等」という。）の適切な保護又は支援を図る

ため，「京都市南区要保護児童対策地域協議会」（以下「南区協議会」と

いう。）を設置する。 

２ 南区協議会は，京都市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱（平成２

１年３月制定）第６条第１項の規定に基づく「区役所等協議会」に位置付

ける。 

 

（構成） 

第２条  南区協議会は，別表に掲げる行政機関及び関係機関並びに団体等

（以下「関係機関等」という。）から選任された者をもって構成する。 

 

（取組事項） 

第３条 南区協議会は，次の各号に掲げる事項に取り組むものとする。 

⑴ 要保護児童等に関する情報その他要保護児童等の適切な保護又は支援

を図るために必要な情報交換 

⑵ 要保護児童等に対する支援の内容に関する事項 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，南区協議会の目的を達成するために必要

な事項 

 

（会長等） 

第４条 南区協議会に会長を置き，会長は，南区役所保健福祉センター子ど

もはぐくみ室子どもはぐくみ課長とする。 

２ 会長は，会務を総理し，南区協議会を代表する。 

３ 会長に事故あるときは，会長があらかじめ指名する者がその職務を代理

する。 

 

（会議） 

第５条 南区協議会は，代表者会議，実務者会議，個別ケース検討会議によ

り構成する。 

２ 会長は，第３条各号の事項に取り組むに際し必要があると認めるときは，

第２条に掲げる者以外の関係者の出席又は協力を求めることができる。 

３ 会長は，第３条各号の事項に取り組むに際し必要があると認めるときは，



 

 

法第２５条の３の規定に基づき，第２条及び前項に掲げる者に対し，資料

又は情報の提供，意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

 

（代表者会議） 

第６条 代表者会議は，第２条に掲げる関係機関等の代表者をもって構成す

る。 

２ 代表者会議は，次の各号に掲げる事項について協議する。 

⑴ 区域内の児童虐待の現状及び取組の把握・評価 

⑵ 個別ケース検討会議等の円滑な運営に向けての環境整備 

⑶ 年間活動方針の決定 

３ 代表者会議は，原則として年１回以上開催する。 

４ 代表者会議は，南区子育て支援調整会議代表者会議を兼ねるものとする。 

 

（実務者会議） 

第７条 実務者会議は，第２条に掲げる関係機関等の内，行政機関の実際に

活動する実務者により構成する。 

２ 実務者会議は，次の各号に掲げる事項について協議する。 

⑴ 区域内の虐待及びその疑いのある全てのケースについて，定期的な情

報交換，主担当機関の確認，支援方針の見直し等 

⑵ 個別ケース検討会議における課題についての検討 

⑶ 第二児童相談所及び南区役所保健福祉センター子どもはぐくみ室にお

ける送致の検討 

３ 実務者会議は，原則として年４回以上開催する。 

 

（個別ケース検討会議） 

第８条 個別ケース検討会議は，第２条に掲げる関係機関等の内，個別のケ

ースに直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性のある

担当者により構成する。 

２ 個別ケース検討会議は，次の各号に掲げる事項について協議する。 

⑴ 支援の経過報告及びその評価，新たな情報の共有 

⑵ 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有 

⑶ 事例の主担当機関と主たる援助者（キーパーソン）の決定 

⑷ 具体的な支援内容の検討 

⑸ 次回会議の設定 

３ 個別ケース検討会議は，必要に応じて随時開催する。 

 

（事務局及び所在地） 

第９条 南区協議会の事務局は，南区役所保健福祉センター子どもはぐくみ

室に置く。 



２ 事務局の所在地は，京都市南区西九条南田町1－3 京都市南区役所保健

福祉センター子どもはぐくみ室内とする。 

３ 南区協議会の事務局は，法第２５条の２第４項に規定する「要保護児童

対策調整機関」に位置付ける。 

４ 南区協議会の事務局における子育て支援係長を，法第２５条の２第６項

に規定する「調整担当者」に位置付ける。 

 

（守秘義務） 

第１０条 第２条及び第５条第２項の規定により会議に出席した者は，法第

２５条の５の規定に基づき，南区協議会の職務に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。また，その職を退いた後においても同様とする。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか，南区協議会の組織及び運営に関し

必要な事項は，会長が定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成２１年８月４日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２２年５月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２３年６月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２７年６月１１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２９年５月８日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成３０年６月２９日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表（第２条関係）（順不同） 

 
京都市第二児童福祉センター 

京都市南区役所保健福祉センター 

京都市教育委員会生徒指導課 

京都市南区保育所長会 

京都市公営保育所子育て支援拠点事業実施保育所 

南警察署 

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会 

社団法人京都下京西部医師会 

京都市下京東部医師会 

南歯科医師会 

公益財団法人京都市ユースサービス協会 

京都市南支部小学校長会 

京都市南支部中学校長会 

京都市南区保育園長会 

京都市南区私立幼稚園 

京都市南区児童館長会 

京都市南区自治連合会 

京都市南民生児童委員会 

京都市南保健協議会連合会 

子育てサ－クル やんちゃあず 

子育て支援ボランティア マム－ン 

京都南この本だいすきの会 

京都弁護士会子ども権利委員会 


